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大津市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

令和３年10月１日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第79号 

大津市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

大津市子ども・子育て支援法施行細則（平成27年規則第69号）の一部を次のように改正する。 

 附則別表備考第７項中「第14条第１号イ若しくはロ又は同条第２号イ、ロ若しくはハ」を「第14条第１号又は

第２号」に改め、同備考第８項中「第14条第１号イ又はロ」を「第14条第１号」に、「同条第２号イ、ロ又は

ハ」を「同条第２号」に改め、同備考第９項中「第14条第２号イ、ロ又はハ」を「第14条第２号」に改める。 

 別表備考第７項中「第14条第１号イ若しくはロ又は同条第２号イ、ロ若しくはハ」を「第14条第１号又は第２

号」に改め、同備考第８項中「第14条第１号イ又はロ」を「第14条第１号」に、「同条第２号イ、ロ又はハ」を

「同条第２号」に改め、同備考第９項中「第14条第２号イ、ロ又はハ」を「第14条第２号」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則を

公布する。 

令和３年10月１日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第80号 

   大津市子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による費用の徴収に関する規則の一部を改正 

する規則 

大津市子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による費用の徴収に関する規則（平成27年規則第70号）

の一部を次のように改正する。 

 別表備考第５項中「第14条第１号イ若しくはロ又は同条第２号イ、ロ若しくはハ」を「第14条第１号又は第２

号」に改め、同備考第６項中「第14条第１号イ又はロ」を「第14条第１号」に、「同条第２号イ、ロ又はハ」を

「同条第２号」に改め、同備考第７項中「第14条第２号イ、ロ又はハ」を「第14条第２号」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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